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令 和 ６ 年 度 美 咲 町 一 般 会 計 ・ 

特別会計歳入歳出決算審査結果意見書 

 

１．審査対象 

（１）令和６年度美咲町一般会計歳入歳出決算書 

（２）令和６年度美咲町みさきネット事業特別会計歳入歳出決算書 

（３）令和６年度美咲町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算書 

（４）令和６年度美咲町津山・柵原・吉井線共同バス運行事業特別会計歳入歳出決算 

書 

（５）令和６年度美咲町津山・西川線共同バス運行事業特別会計歳入歳出決算書 

（６）令和６年度美咲町旭川ダム沿線バス運行事業特別会計歳入歳出決算書 

（７）令和６年度美咲町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書 

（８）令和６年度美咲町介護保険事業特別会計歳入歳出決算書 

（９）令和６年度久米郡介護認定審査事業特別会計歳入歳出決算書 

（10）令和６年度美咲町国民健康保険診療所事業特別会計歳入歳出決算書 

（11）令和６年度久米郡障害支援区分認定審査事業特別会計歳入歳出決算書 

（12）令和６年度美咲町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書 

（13）令和６年度美咲町用地取得造成事業特別会計歳入歳出決算書 

（14）令和６年度美咲町倭文西財産区特別会計歳入歳出決算書 

（15）令和６年度美咲町一般会計・特別会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支

に関する調書 

（16）令和６年度財産に関する調書 

 

 

２．審査期間 

 

 令和７年７月３日から令和７年７月３０日までのうち、１１日間 

 

３．審査会場 

 

美咲町役場、旭総合支所、柵原総合支所、子ども第三の居場所、美咲中央小学校、

柵原鉱山資料館、赤ちゃんの駅 
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４．審査の方法 

 

一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書及び付属書類は、その係数が正確であるか、

予算の執行が適正に行われているか、財務に関する事務が法令に準拠して処理されて

いるかなど各部署の共通項目を重点的に審査した。 

また、基金についてはその設置目的に沿って適正に運用されているかなどを審査し

た。 

審査の過程では、関係職員からの説明を聴取するとともに、例月出納検査も参考に

して実施した。 

 

５．決算の概要 

 

令和６年度各会計の決算額は、歳入総額２０４億２，２１０万５，３６７円、歳出

総額１９０億５，８０４万４，２４５円、歳入歳出、差引残額１３億６，４０６万１，

１２２円です。ここから一般会計の繰越明許財源７億３，７１７万２千円を除いた６

億２，６８８万９，１２２円を翌年度へ繰り越している。この中には、繰上充用の措

置を取っている１会計があり、その額は１０９４万４７１９円である。 

一般会計の決算額で、歳入歳出差引残額は、１２億２３万９２４１円で前年度に引

き続き黒字決算となっている。 

普通会計における実質収支は黒字であり、単年度収支においても８７９万８千円の

黒字となっている。歳入における町債は、３５億４２６２万４千円となっており、前

年度３３億６６７３万６千円に対し約５．２％の増額となっている。歳入を対前年度

で比べると、町債等が増加している。また、歳出における公債費は、１８億２，４６

３万８千円であり前年度１８億１，８６１万２千円に対し０．３％の増額となってい

る。 

令和６年度末の普通会計における地方債残高１４８億８０１万７千円（前年度１３

０億２２７９万４千円）は多世代交流拠点整備事業などに係る地方債の借入れにより

増加している。一方基金残高（公営企業を除く一般会計、特別会計合計）は、令和６

年度は８０億３１６９万５０１９円である。前年度については９１億４９３９万３１

６１円であったことから、引き続き減少している。 

実質公債費比率は９．１％で前年度の９．３％から減少している。 

将来負担比率は、多世代交流拠点整備などの影響により２１．８％となっている。

今後も繰上償還などによる将来負担の平準化に努められたい。 

 

 



 

 

3 

 

参考資料（令和５年度決算主要財政指標） 

項 目 
経 常 収 支   

比 率 

実 質 公 債 費   

比 率 
財 政 力 指 数 

将 来 

負 担 比 率 

美 咲 町 

６ 年 度 
８２．８ ９．１ ０．２７ ２１．８  

美 咲 町 

５ 年 度 
８２．３ ９．３ ０．２６ －  

県 平 均 

５ 年 度 
９０．６ ６．５ ０．６０  －  

※令和６年度分の数値は速報値 

 

６．審査結果 

 

（１）総  評 

令和７年７月３日付で美咲町長から提出された令和６年度美咲町一般会計、１３

特別会計の歳入歳出決算書、同歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調

書は法令に準拠して作成されており、計数と歳入歳出予算整理簿、歳出予算流用及

び予備費充当並びに出納証憑書類を照査し、さらに関係調書、関係書類の提出と担

当者の説明を求める等により慎重に審査した結果、計数はいずれも適合しており誤

りのないことを確認した。 

なお、一般会計における歳入歳出差引額は１２億２３万９２４１円、繰越明許額

７億３７１７万２千円で、繰越明許費を差し引いた実質収支額は４億６３０６万７

２４１円である。 

不用額の縮減は大きく前進したものの、所属によっては改善状況に差異が見られ

る。不用額が想定される場合には、速やかに減額補正すべきである。当初予算編成

時に十分に精査し、真に必要な額を算出するとともに、より計画的かつ的確な予算

執行や適切な予算補正により、不用額の縮減に努められたい。 

基金においては、指摘を受けて大胆な再編整備が行われたことは評価できる。今

後は設立目的に沿った有効な運用がなされることを期待する。 
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（２）指摘事項 

①不用額の縮減について 

 予算の積算に当たっては、直近、及び現年度の予算執行状況や対象事業の状況を総 

合的に勘案し、真に必要な予算額を算出するとともに、年間を通した計画的な執行や

予算の有効活用を図り、今後も不用額の縮減に向け、適切な予算執行に努めること。 

 

②職員のメンタルヘルスケアについて 

 各所属長は、職員の業務量把握に努め、定期的に事務処理の進捗状況を確認すると 

ともに、積極的に休暇を取得できるよう配慮すること。また、職員間のコミュニケー 

ションを図り、心身ともに健康に働くことができる環境づくりに努めること。 

 

③備品台帳の整備について 

 新庁舎移転を機に早急に全庁的な整備を行うように指摘していたが、いまだ不十分

と言わざるを得ない。美咲町財務規則に基づき適正に処理するよう努めること。 

 

④公文書の管理について 

 定期監査における聞き取りの中で公文書の取り扱いが不十分であることが確認さ

れた。新庁舎移転を機に見直しを行い、廃棄文書の処理も含め、美咲町文書編さん保

存規程等に基づき適正に処理するよう努めること。 

 

⑤各種団体への補助金・助成金の適正な執行について 

昨年度も指摘したが、毎年度同じ額の補助金・助成金が見られる。実績報告をもと

に更に事業効果を検証し、団体の活動状況、財務状況を精査の上、現状に即した適正

な補助額の算定に努めること。 

 

⑥予算の流用について 

 制度上予算流用は認められているが、安易に予算流用をしている事例が認められた。

今後は、より的確な予算要求の把握に努めるとともに適正な執行に努めること。 
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７．審査意見 

本町の人口は令和３２年（２０５０年）に７３００人にまで減少すると国立社会保 

障・人口問題研究所により推計されている。今後の美咲町財政を考えると、持続可能

なまちづくりを進めるためには、人口規模にあわせて財政規模を縮小していくなどの

行財政運営が求められ、より厳格な予算執行が必要となる。 

将来を見据えた美咲町第四次振興計画の策定に向け、今一度第三次振興計画の実施

状況を十分に検証し、事業のスクラップ＆ビルドや、近隣の市町村との広域連携によ

る効率化など、将来の町の姿を描いて業務を進める必要がある。 

多世代交流拠点の整備が完了した今、美咲町公共施設適正配置計画を推進し、「賢

く収縮するまちづくり」実現に向け、着実に施策が展開されるよう期待するものであ

る。 

最後に、年々財政状況が厳しさを増すなかで町が持続的発展をしていくためには、

昨今の物価上昇への対応はもちろん、社会情勢の変化を的確に把握し、事務事業の優

先度、緊急度を吟味し、より効率的かつ機能的な行政組織を構築することが必要不可

欠である。限られた人員で最大の成果を上げるため、デジタル技術の活用や業務の見

直しを行い、更なる住民福祉の向上と町政の発展を目指し、全職員が一丸となって、

住民に寄り添った行政を実行し、美咲町ならではの「ひと輝くまちみさき」の実現を

望むものである 
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地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づき審査に付

された令和６年度に係る健全化判断比率及びその基礎となる事項を記載した書類を

審査したので、別紙のとおり意見書を提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

健全化判断比率審査意見書 

１．審査の対象 

（１）実質赤字比率 

（２）連結実質赤字比率 

（３）実質公債費比率 

（４）将来負担比率 

２．審査の期間 

令和 ７ 年 ７ 月 ３０ 日 

３．審査の要領 

（１）町長から提出された健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質

公債費比率及び将来負担比率の４指標）及びその算定の基礎となる事項を記載し

た書類が関係法令等に基づき、適正に作成されているかどうかを確かめた。 

（２）法令等に照らし健全化判断比率の算定過程に誤りがないかを確かめた。 

（３）法令等に基づき適切な算定要素が健全化判断比率の計算に用いられているかを

確かめた。 

（４）審査の方法については、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載

した書類並びに関係諸帳簿の閲覧、係数の突合、関係職員からの説明聴取等、通

常実施すべき監査手続及びその他必要と認めた監査手続きを適用した。 

４．審査の結果 

（１）総合意見 

審査に付された次の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した

書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた。 

（単位：％） 

健全化判断比率 令和６年度 早期健全化基準 備   考 

実 質 赤 字 比 率 － １３．９４  

連結実質赤字比率 － １８．９４  

実質公債費比率 ９．１   ２５．０  

将 来 負 担 比 率  ２１．８ ３５０．０  

（注）１ 実質収支が黒字なので、実質赤字比率は表示していない。 

  ２ 連結実質収支が黒字なので、連結実質赤字比率は表示していない。 

（２）是正改善を要する事項 

早期健全化比率は基準内であるが、多世代交流拠点施設建設といった大規模な

建設事業が実施されていることから、中長期的な健全財政の運営に努められたい。 
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令和６年度資金不足比率に係る審査意見について 

 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定に基づき審査に

付された令和６年度美咲町水道事業会計、美咲町下水道事業特別会計、美咲町用地取

得造成事業特別会計の３会計に係る資金不足比率及びその基礎となる事項を記載し

た書類を審査したので、別紙のとおり意見書を提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

資金不足比率審査意見書 

 

１．審査の対象 

美咲町水道事業会計に係る資金不足比率 

美咲町下水道事業特別会計に係る資金不足比率 

美咲町用地取得造成事業特別会計に係る資金不足比率 

 

２．審査の期間 

令和 ７ 年 ７ 月 ３０ 日 

 

３．審査の要領 

（１）町長から提出された特別会計に係る資金不足比率及びその算定の基礎とな

る事項を記載した書類が関係法令に基づき、適正に作成されているかどうか

を確かめた。 

（２）法令等に照らし資金不足比率の算出過程に誤りがないかを確かめた。 

（３）法令等に基づき適切な算定要素が健全化判断比率の計算に用いられている 

かを確かめた。 

（４）審査の方法については、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類並びに関係諸帳簿の閲覧、係数の突き合せ、関係職員からの説明

聴取等、通常実施すべき監査手続及びその他必要と認めた監査手続きを適用

した。 

 

４．審査の結果 

（１）総合意見 

審査に付された下記特別会計に係る資金不足比率及びその算定の基礎とな

る事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた。 

（単位：％） 

事  業  名 比 率 名 令和６年度 経営健全化基準 備考 

美咲町水道事業会計 資金不足比率 －   ２０．０  

美咲町下水道事業特別会計 資金不足比率 －   ２０．０  

美咲町用地取得造成事業 

特別会計 
資金不足比率 －   ２０．０  

（注）１ 資金不足が生じていないので、資金不足比率は表示していない。 

 

 

 

 

 

 



 

 

（２）是正改善を要する事項 

   経営健全化比率は基準内であるが、引き続き一般会計から多額の繰入れが

予想されることから、今後においても社会情勢等を注視しつつ中長期的視点

に立った財政運営を行うことが必要である。 

健全な財政運営を維持し、効率的な行政運営に努め、中長期的な財政基盤

の強化を図られたい。 
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令和６年度決算審査等の結果について 

 

 

 地方公営企業法第３０条第２項の規定により、審査に付された令和６年度美咲町水

道事業会計及び同美咲町下水道事業会計の決算並びに関係諸帳簿、証書類を審査した

ので、次のとおり意見を付して提出します。 
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令和６年度美咲町公営企業会計 

決 算 審 査 結 果 意 見 書  

 

１．審査対象 

 

（1） 令和６年度美咲町水道事業会計決算書 

（2） 令和６年度美咲町下水道事業会計決算書 

 

２．審査の期間 

 

 令和７年７月３０日 １日間 

 

３．審査会場 

 

美咲町役場 

 

４．審査の方法 

 

決算書及び付属書類は、その係数が正確であるか、予算の執行が適正に行われてい

るか、財務に関する事務が法令に準拠して処理されているかなどの点について審査し

た。 

審査の過程では、関係職員からの説明を聴取するとともに、例月出納検査も参考に

して実施した。 
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１．事業状況 

（１）水道給水及び料金等収納状況 

 中央給水区、中央北部給水区、打穴・大垪和給水区、西川給水区、垪和給水区、江

与味給水区、柵原飯岡給水区、柵原北部給水区、柵原中央給水区 全９給水区におけ

る給水状況は以下のとおりである。 

 

区 分 単位 令和６年度 令和５年度 前年度比 

給水人口 人 12,347 12,385 99.69 

年間配水量 ㎥ 1,911,887 1,936,257 98.74 

年間有収水量 ㎥ 1,489,499 1,488,862 100.04 

有収率 ％ 77.91 76.89 ― 

 

水道料金の収納状況は次表のとおりである。          （単位：円） 

年 度 
① 給水利益 

（水道料金） 
② 未収額 

未収金比率（％） 

②／①×１００ 

令和６年度 296,483,419 29,144,351 9.83 

 

（２）下水水洗化及び料金収納状況 

 特定環境保全公共下水道事業中央処理区、柵原処理区及び農業集落排水事業吉岡処

理区の全処理区における水洗化状況は以下のとおりである。 

 

区 分 単位 令和６年度 令和５年度 前年度比 

処理区域人口 人 7,021 7,151 98.18 

水洗化人口 人 5,507 5,588 98.55 

 

下水道使用料の収納状況は次表のとおりである。          （単位：円） 

年 度 ① 下水道使用料 ② 未収額 
未収金比率（％） 

②／①×１００ 

令和６年度 91,040,418 8,231,760 9.04 

 

 

２．決算の状況 

（１）水道事業決算 

 収益的収支については収入が５億８６９０万３１８８円で、支出が６億２０８３万

３８５１円となっている。損益計算では、総収益が５億５６９８万８２６円、総費用

が５億９３９０万２２１５円で、収支差引額で３６９２万１３８９円が当年度純損失

となっている。資本的収支については収入が３億１５３２万２４００円、支出が４億
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５１８７万１９４９円で差引き１億３６５４万９５４９円の収入不足となっており、

この不足額は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘

定留保資金で補填されている。 

 

（２）下水道事業決算 

 収益的収支については収入６億２０８４万４１４８円で、支出が５億８１４４万６

９８３円となっている。損益計算では、総収益が６億１０１８万２１２９円、総費用

が５億７６８０万２５４７円で、収支差引額３３３７万９５８２円が当年度純利益と

なっている。資本的収支については収入が１億５４９１万７０００円、支出が３億７

６９９万４６９６円で差引き２億２２０７万７６９６円の収入不足となっており、こ

の不足額は当年度分消費税、地方消費税資本的収支調整額及び引継資金並びに当年度

分損益勘定留保資金で補填されている。 

 

 

３．経営状況 

（１）水道経営成績及び経営分析 

 

 経営成績は次のとおりである。 

（※消費税抜きの金額 単位：円・％） 

区 分 令和６年度 令和５年度 増 減 前年度比 

総収益 556,980,826 577,601,465 ▲20,620,639 96.43 

総費用 593,902,215 565,881,871 28,020,344 104.95 

当年度純利益 ▲36,921,389 11,719,594 ▲48,640,983 ― 

当年度未処分利益余剰金 11,234,323 48,155,712 ▲36,921,389 23.33 

 

 

経営分析は次のとおりである。 

           （単位：％・ポイント） 

区 分 令和６年度 令和５年度 増 減 説 明 

総収支比率 93.78 102.07 ▲8.29 

総費用に対する総収益の割合

を示す。１００％以上比率の

大きいほど良い。 

営業収支比率 52.35 55.46 ▲3.11 

営業活動の能率を示す。 

１００％以上比率の大きいほ

ど良い。 
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（２）下水道経営成績及び経営分析 

 

 経営成績は次のとおりである。 

（※消費税抜きの金額 単位：円・％） 

区 分 令和６年度 令和５年度 増 減 前年度比 

① 総収益 610,182,129 ― ― ― 

② 総費用 576,802,547 ― ― ― 

③ 当年度純利益 33,379,582 ― ― ― 

当年度未処分利益余剰金 33,379,582 ― ― ― 

 

経営分析は次のとおりである。  

    （単位：％・ポイント） 

区 分 令和６年度 令和５年度 増 減 説 明 

総収支比率 105.78 ― ― 

総費用に対する総収益の割合

を示す。１００％以上比率の

大きいほど良い。 

営業収支比率 17.58 ― ― 

営業活動の能率を示す。 

１００％以上比率の大きいほ

ど良い。 

 

総収支比率は、健全経営の水準を表し、費用が収益によって賄われているかを示す

ものである。この比率が高いほど利益率が高いことを表している。 

営業収支比率は、収益性を見るための指標の一つで、事業運営に必要な費用を料金

等の収益で賄われているかを示すものである。１００％を下回っていることは、一般

会計の繰入金に頼っていることを示している。 

 

４．財政状況 

（１）水道事業の資産・負債・資本及び財務比率 

 資産・負債・資本の状況                   （単位：円） 

区 分 令和６年度 令和５年度 増 減 備 考 

資 産 5,198,038,623 5,032,108,530 165,930,093 

土地・建物・構造物・機

械及び装置等及び現金

預金・未収金・貯蔵品・

前払金 

負 債 3,223,513,395 3,127,852,913 95,660,482 
企業債・未払金・引当金

等及び長期前受金等 

資 本 1,974,525,228 1,904,255,617 70,269,611 
自己資本金・資本剰余

金及び利益余剰金 
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財務比率                            （単位：％） 

区 分 令和６年度 令和５年度 増 減 備 考 

固定資産構成

比率 
82.91 86.22 ▲3.31 

固定資産が総資産に占め

る割合 

自己資本構成

比率 
66.08 65.05   1.03 

自己資本が総資本に占め

る割合。５０％以上が望ま

しい。 

流動比率 199.47 272.77  ▲73.3 

流動比率が 100％下回っ

ていれば、債務過多であ

る。 

 

（２）下水道事業の資産・負債・資本及び財務比率 

 資産・負債・資本の状況                   （単位：円） 

区 分 令和６年度 令和５年度 増 減 備 考 

資 産 8,651,807,085 ― ― 

土地・建物・構造物・機

械及び装置等及び現金

預金・未収金・貯蔵品・

前払金 

負 債 7,126,502,808 ― ― 
企業債・未払金・引当金

等及び長期前受金等 

資 本 1,525,304,277 ― ― 
自己資本金・資本剰余

金及び利益余剰金 

 

財務比率                            （単位：％） 

区 分 令和６年度 令和５年度 増 減 備 考 

固定資産構成

比率 
97.56 ― ― 

固定資産が総資産に占め

る割合 

自己資本構成

比率 
66.80 ― ― 

自己資本が総資本に占め

る割合。５０％以上が望ま

しい。 

流動比率 72.21 ― ― 

流動比率が 100％下回っ

ていれば、債務過多であ

る。 
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５．総括及び意見 

令和６年度から下水道事業の３特別会計が統合し、公営企業会計へ移行されたこと

に伴い、２事業の公営企業会計決算の審査を行った。 

水道事業は、安全で良質な水を安定供給することにより、健康で文化的な生活や産

業の振興を図る上で、大きな役割を担っている。また、下水道事業については公衆衛

生の向上、公共用水域の水質保全、また浸水防除に寄与する役割を担っている。 

このような水道事業・下水道事業の趣旨を踏まえ、次のとおり決算審査及び定期監

査の総括及び意見を述べる。 

 

（１）水道事業について 

町民の生活を支える水道事業には、安全な水道水を安定的に供給する使命がある。 

施設については将来にわたって水道事業を安定的に継続するため、令和５年度に策

定したアセットマネジメント計画を基本に老朽化施設の中・長期的な更新計画を行い、

管路の更新や耐震化、施設のダウンサイジングや統廃合、維持管理や浄水効率の向上

を行うことが必要と考える。 

合わせて、岡山県広域化水道企業団からの受水の拡張、また長期的な視点になるが、

国、県が進める近隣市町との広域化検討・計画参画も積極的に取り組むべきである。 

経営については地方公営企業であり、独立採算制を原則とした健全な経営を行うこ

とが求められる。現在、一般会計が負担すべき繰入金を超過して、いわゆる基準外繰

入金で運営しているのが現状の課題であり、水道料金の改定も含めた経営改善が必要

と考える。まずは収益的収支における基準外繰入金の削減に努められたい。 

改善に取り組むにあたり、近隣市町村で多く取り組まれている２か月毎の検針・徴

収の取組などの業務費コストダウンの検討も含め、あらゆる経費の削減に努めるよう

求める。 

 

（２）下水道事業について 

令和６年度から３特別会計が統合し、上水道事業に続き、地方公営企業法に基づい

た会計を実施された。損益取引と資本取引に区分して経理をすることにより、経営状

況を正確に把握できるようになった。今回の決算が初めてであるが、経営分析を行い、

経営の傾向を捉え、下水道事業が安定的に継続するような運営を求める。 

事業については令和６年度からは農業集落排水飯岡処理区を特定環境保全公共下

水道柵原処理区に統合しダウンサイジングしている。処理水量にもよるが、引き続き

処理場の施設統合を進めることも期待している。 

管渠については耐用年数に達するまでに時間があるが、機械設備等は耐用年数を超

過し施設の更新が必要と考える。計画的に更新するよう、また、財源を確保し、進め

るよう期待する。 

経営については一般会計からの多額の繰入金を運営しているのが現状の課題であ

る。公営企業会計になり、健全な経営を行うことが求められることから収益的収支に

おける基準外繰入金の削減に努められたい。 
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（３）効率的な収納体制（共通） 

水道・下水道の料金の収納については、滞納整理及び水道については給水停止業務

を着実に実施され、税務課の協力を得ながら納付相談等の努力がなされている。今後

も未収金の解消に努め、引き続き負担の公平性が確保されるよう効率的な収納体制を

維持することを期待するものである。 

 


